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令和７年度保育園・認定こども園入所受付の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１日広報へきなん８月号・碧南市こども課ホームページにて最新情報公開 

８月２８日～９月１３日 事前見学会（各保育園・各こども園）※希望者のみ 

８月２３日までにあいち電子申請システムでお申し込みください。 

９月１２日～９月１３日 入所説明会（市役所会議室４・５）※希望者のみ 

申し込みは不要です。 

【入所申請】 

① 第１次受付９月１６日～９月２７日（電子申請） 

対象：令和７年４月１日現在で保育を必要とする方。（求職中の方は対象外） 

または、令和７年９月３０日までに育休復帰する方。 

② 第２次受付１１月１８日～１１月２２日（電子申請） 

空きがある園・学年のみ受付を行います。 

第２次受付は私的契約児・求職中の方も申し込み可。 

③ 随時受付 １月９日～ （こども課窓口にて申請） 

空きがある園・学年のみ受付を行います。 

先着順で受付します。 

。 

 【面談】（各園） 

① 第１次受付で申し込んだ方 

１０月１５日～１０月２５日 第一希望の園の日程 

② 第２次受付で申し込んだ方 

１１月下旬～１２月上旬 日程は後日調整 

③ 随時受付で申し込んだ方  

日程は後日調整 

 

 入所審査・実態調査・入所調整 

受け付けた書類の審査を行います。受け入れ可能人数を超過する場合、入所調整を行います。

入所調整があることは十分ご承知の上でお申し込みください。 

２月上旬 仮決定通知書の送付 

園での説明会の日程、園からのお知らせ等を同封します。 

仮決定通知送付前に入所可否のお問合せには、回答できませんのでご遠慮ください。 

２月中旬～３月上旬 各園での説明会等 

３月下旬 本決定通知書の送付 

入所 
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Ⅰ 保育所等について 

１ 保育所、幼保連携型認定こども園とは？ 

  保育所（小規模保育事業所を含む）は、保護者の就労や疾病等により、家庭におい

て十分保育することができない児童（保育を必要とする児童）を保護者にかわって保

育することを目的とする施設です。幼保連携型認定こども園は、保育所の機能と幼稚

園の教育を一体になって行うことを目的とする施設です。 

 

２ 保育所等に入所するには？ 

  保育所等には児童の保護者等が児童の保育ができないと認められ、かつ碧南市に住

民登録があり市内に在住している場合で次の手順であらかじめ認定申請して認められ

た場合に「保育を必要とする児童」として入所することができます。 

(1) 「保育の必要性」の認定を申請します。 

 (2) 教育・保育給付認定通知書が交付されます。 

 (3) 入所の申込みをします。 

 (4) 利用調整後に入所となります。 

 ※(1)及び(3)を同時に受け付ける場合があります。 

 

３ 「保育を必要とする児童」とは？ 入所申し込み条件  

  児童の父母が次の条件のいずれかに該当する必要があります。 

(1) 常勤・パート・農漁業等で保護者等が居宅外において就労するため。 

(2) 自営業・内職等で保護者等が家事以外の就労に従事しているため。 

上
記
保
育
実
施 

基
準
内
容 

全年齢 

毎月６０時間以上の就労(残業を除く)。 

※内職は不可です。（３歳未満児） 

※入所後に給与明細で就労時間を確認することがあります。上記基

準内容の時間を満たさない場合は退所です。 

   ※上記基準内容の時間は休憩時間を除く所定労働時間のことをいいます。 

※時短勤務の人は、時短後の勤務時間です。     

   ※ゴールデンウィークや年末年始等休日が多い月でも上記基準時間を満たす必 

要があります。 
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(3) 母親が出産の前後の場合（出産予定日の３ヵ月前にあたる月の初日から、出産し

た月の２ヵ月後にあたる月の末日まで。）。 

(4) 保護者等が病気又は心身に障害を有しており、保育ができないと認められる程度

の場合。 

(5) 保護者等が同居または長期入院している親族の介護及び看護に常時従事してい

る場合。 

 (6) 震災・風水害・火災等の災害に遭い、保護者等がその被害の復旧にあたるため。 

(7) 求職活動中のため。（決定日から９０日を経過する月の末日まで。） 

※公共職業安定所での受付票の写し等、求職活動中である状況が分かる書類が必要。 

※求職活動の認定は連続して行いません。 

(8) 親の育児休業取得中に保育を利用する子どもがいるため。（父親の育児休業取得

も可）（Ｐ５） 

※３歳未満児は育児休業の認定の前に、出産の認定を受けている必要があります。 

(9) 就学（職業訓練を含む）のため。 

(10) 虐待やＤＶのおそれがあるため。 

(11)(1)～(10)以外に明らかに児童の保育が必要と認められる場合。 

※(3)から(11)については入所承諾期間が限定される場合があります。 

※０歳児はおおむね４ヶ月以上（碧のうさぎ保育園・（仮称）碧のこうさぎ保育園

は６ヶ月以上）で首がすわっている児童から入所可能です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育の必要性の認定のため、実態調査や詳細の聞き取り、書類の提出を依頼するこ

とがあります。事実と異なる場合、保育の認定ができないため、入所後でも入所を

取り消します。提出書類は虚偽がないように提出してください。  

・各保育所等の定員を超過する場合は、入所選考基準（P39）をもとに入所調整を行

います。なお、各園の定員等により希望の園に入所できない場合があります（特に、

近年、３歳未満児の入所希望が急増しています。）。入所調整があることを十分に

ご理解のうえでお申し込みください。 
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４ ３の条件に該当しない児童が入所するには？（３歳以上児のみ） 

保育を必要とする児童に該当しない場合であっても、入所定員に余裕がある場合の

み、「私的契約児」として入所できます。私的契約児として入所する場合は「私的契

約児の入所に係る同意書」（Ｐ２７）を提出してください。私的契約児は月途中での

入所はできず、月初日からの入所となります。 

・羽久手、天道、築山保育園については、私的契約児の入所はできません。仕事を退

職するなど保育を必要とする要件を満たさなくなった場合、退所となります。（令

和８年度からは鷲塚、荒子保育園も同様です。） 

・認定こども園において、保育を必要とする要件を満たさない場合は、３歳未満児は

退所、３歳以上児は幼稚園コースでの入所となります。 

・私的契約児の入所決定は単年度のみです。次年度以降引き続き希望する保育所等へ

の入所ができないことがあります。引き続き入所できない場合は、判明した時点で

個別に連絡をします。 

 

 ５ 入所調整について 

・申し込み内容及び入所選考基準（Ｐ３９、Ｐ４０）に基づき指数を決定し、入所調

整を行います。 

・指数が高い方を優先して入所調整を行います。 

・「保育所等入所申込書」の「入所を希望する施設名」に記載のある園のうち、希望

順位の高い園から順に入所調整を行います。 

 

 ６ 碧南市内の幼稚園は？ 

碧南市内には公立幼稚園が５園あります。幼稚園では預かり保育を実施しており、

保護者の状況により保育所等と同等の時間ご利用できます。時間は、最大で午前８時

から午後４時３０分までです。預かり保育は、夏休み、春休み等の長期休暇期間にも

実施しています。就労の予定がない場合は、幼稚園の入園をご検討ください。 
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Ⅱ 入所について 

１ 入所条件 

保護者の就労や傷病等により保育を必要とする児童の条件を満たす児童（P２参照）。 

２ 上の児童が在園中に育児休業を取得する場合 

出産２ヶ月後は次のとおりとなります。 

(1) 産まれる子が満１歳以下で職場へ復帰する場合 

→年齢に関係なく継続入所 

(2) 産まれる子が満 1 歳を超え、職場へ復帰する場合 

→３歳未満児：満１歳に達する日の属する月の末

日まで「保育を必要とする児童」として入所。その後退所。 

→３歳以上児：育児休業を取得している事業所に復帰するまで「保育を必

要とする児童」として入所。こども園は幼稚園コースに変

更。 

※ 児童の環境をむやみに変えないための特例措置です。また、３歳未満児は育

児休業で認定中の転園はできません。 

【出産２ヶ月後の在園児】 

 ０歳児～２歳児 ３歳児～５歳児 

就  労 継続入所 継続入所 

就労なし 退 所 

継続入所（私的） 

羽久手・天道・築山保育園
は退所。こども園は幼稚園
コースに変更。 

育
児
休
業
取
得 

産まれた子が満１歳以

下で職場復帰 
継続入所 継続入所 

産まれた子が満１歳超

で職場復帰 

継続入所。満１歳に達し

た月の末日退所。 

継続入所。こども園は幼

稚園コースに変更。 

 

【例】９月２５日に出産の場合（入所児童２歳児） 

  

 

 

 

※継続入所の取り扱いは産前産後休暇及び育児休業を取得している事業所に復帰

する場合に限ります。（期間を証明する職場の証明が必要です） 

 

在園児の年齢 

保護者等の状況 

9/25 出産 11 月末（出産２ヶ月後の末日）

に継続入所または退所となる 

10/1 11/1 
上記【出産２ヶ月後の在園

児】の表を参照 

9/25 

 

11/30 
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３ 受付時期 

 （1）一斉受付について 

ア 令和７年４月１日入所受付について 

一斉受付の詳細については、こども課ホームページをご覧ください。 

イ 育児休業から復帰する保護者等の受付について（特例） 

令和７年９月３０日までに育児休業から復帰して就労する保護者等の場合は特

例措置として一斉受付で申込することができます。 

ただし、特例での申し込みは、産前産後休暇及び育児休業を取得している事業

所に復帰する場合に限ります。復帰しない場合、入所後でも入所を取り消します。 

また、申込受付後に、復帰日を令和７年１０月１日以降に変更する場合は、申

し込みを取り消します。再度申し込みをする場合は、通常の申し込みと同様（復

帰日の４か月前の初日）となります。 

  （2）令和７年４月２日以降の入所受付について 

    入所日の属する月の前月初日（育児休業復帰の場合は復帰日の４ヶ月前の初日）

から受付します。また、初日が土、日及び祝日のときは、翌平日から受付します。 

    申し込みの前に、こども課で空き状況をご確認ください。 

 

 ４ 慣らし保育について 

３歳未満児が入所する場合、入所後に平日の５日間を目安として、慣らし保育を実

施します。育児休業からの復帰の場合のみ、復帰日前の平日５日前から慣らし保育を

実施できます。ただし、４月１日よりも前は実施できません。また、慣らし保育を省

略することはできません。３歳以上児でも園によっては慣らし保育がある場合もあり

ます。 
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５ 教育・保育給付認定について 

  児童の家庭での生活状況を聴取及び調査して、「保育を必要とする児童」及び「保

育の必要量」の認定を行います。通知書をお渡ししますので、無くさないように大切

に保管してください。 

また、入所後に就労条件、保育を必要とする理由が変更になった場合は、必ず保育

所等まで申請してください。認定が変更になる場合は個別に通知書をお渡しします。  

(1) 認定区分 

認定区分 区分詳細   

１号 満３歳以上・教育認定 幼稚園・認定こども園（幼稚園コース） 

２号 満３歳以上・保育認定 
保育所・認定こども園（保育園コース） 

３号 満３歳未満・保育認定 

     ※幼稚園コースは、令和７年４月１日現在３歳以上の児童が入園できます。 

※私的契約児は認定しません。 

(2) 保育必要量 

２号または３号の認定を受けた場合は、さらに以下に区分されます。 

保育必要量 認定保育時間 

保育標準時間 １１時間 

保育短時間 ８時間 

※「保育標準時間」は保護者がともに１ヶ月に１２０時間以上の就労・就学、

妊娠・出産等が該当します。「保育短時間」は保護者のどちらかが 1 ヶ月に

６０時間以上１２０時間未満の就労・就学、求職活動、育児休業等が該当し

ます。 

(3) 有効期限 

認定区分 有効期限 

１号及び２号 小学校就学の前日まで 

３号 
３歳の誕生日の前々日まで 

※３歳の誕生日の前日に、２号認定に切り替わります。 
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６ 入所決定について 

保育の必要性の高い児童から保育所等の入所定員児童数に応じて決定します。１２月

までの一斉申込に対する仮決定通知は２月上旬頃、本決定通知は３月下旬頃発送します。

２月上旬の仮決定通知送付前に入所可否のお問い合わせには回答できません。 

なお、次のような場合には入所の前後を問わず入所決定を取り消します。 

 (1) 入所日に碧南市に住民登録がなく碧南市の住民でない場合 

転入予定の方は、入所日までに碧南市に住民登録をして、実際に住んでいる必要が

あります。 

 (2) 申込内容に虚偽があった場合 

    

※申請書の内容、保護者の就労状況等については、入所の前後を問わず、市による

調査をします。あらかじめご了承ください。 

      

７ 入所を辞退される場合 

辞退することが判明した時点で、必ずこども課までご連絡ください。辞退された場合

でも、次年度以降の入所に影響が出ることはありません。 

 

８ 保育所等を長期欠席する場合 

  入院等で長期間保育所等を休む場合、１ヶ月間を超えての欠席は退所となります。 

 

９ 退所する場合 

保育所を退所する場合は、月末退所の場合、退所予定日の１５日前までに「保育所等

退所届出書」（Ｐ３８）を各保育所等へ提出してください。ただし、月途中で退所する

場合は退所予定日の前月末日までに提出をお願いします。 

例：７月１５日から８月１５日まで欠席 ⇒ 退所 

例：家庭状況調査書の内容通りに就労していない、就労時間数が足りない 

例：就労で申し込みをしたが、入所日時点では実際に就労していないとき 
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10 転園する場合 

転園を希望する場合はこども課までご連絡ください。原則、月途中での転園は行って

おりません（幼稚園及び保育所、こども園間の転園も同様です。）。転園は転園希望先

の園の定員に余裕がある場合のみ受付可能です。なお、求職活動中及び３歳未満児にお

ける育児休業中の場合は転園できません。 

 

11 障害児保育について 

園での集団生活が可能な児童については、就園指導協議会で判断のうえ入所を決定し

ます。入所申し込みをされる前に、個別にこども課まで必ずご相談ください。 

 

12 里帰り出産時の入所について 

保護者の里帰り出産の場合、碧南市から他市町村の保育所等に入所、または他市町村

から碧南市内の保育所等に入所をすることが可能です。 本市から他市町村の保育所等に

入所することができる条件は、次の(1)から(5)をすべて満たす場合です。 

(1) 保護者の里帰り出産で、入所期間（概ね４ヶ月程度）が限定されること。 

(2) 委託先の市町村等が、広域入所について承諾していること。 

※あらかじめ保護者の方でご確認をお願いします。 

(3) 児童の祖父母の住民登録が委託先の市町村にあること。 

(4) 保護者等が就労等により、児童の保育ができない状態であること。 

(5) 碧南市で入所している保育所等は退所となります。また、出産後に育児休業を取得

する場合でも継続入所の特例措置（Ｐ５）は適用できませんのでご了承ください。 

 

13 長時間保育について 

保護者の就労により保育を必要とする児童で通常の保育時間（午前８時から午後４時）

を超えて保育が必要な場合のみ、各保育所等の保育時間内で長時間保育を利用できます。 

・利用する場合：利用予定日の１５日前までに「碧南市長時間保育申請書」（Ｐ３６） 

・中止する場合：速やかに「碧南市長時間保育中止届」（Ｐ３６） 

を通っている保育所等へ提出してください。 

※必要な時間以上の申請、利用はできません。勤務終了後は、直ちにお迎えにきてくだ

さい。 

※私的契約児、育児休業中、求職活動中、こども園幼稚園コース等の児童への長時間保

育は実施しません。 
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※長時間保育の申請時間を超えて、お迎えに見える方やお迎え後に園庭で遊んで帰る児

童が散見されます。お迎え後はすみやかにお帰りください。 

 

14 休日保育について 

保護者の就労により日曜・祝日も保育を必要とする児童については、鷲塚保育園、第

２へきなんこども園及びこども園ひまわりのいずれかで、休日保育を利用できます。休

日保育実施園はこども課で決定します。保育士の配置の関係上、提出期日を過ぎての受

付及び時間の変更は出来かねますのでご了承ください。 

・初めて利用する場合：前月１５日までに「碧南市休日保育申請書」（Ｐ３７） 

・実際に利用する場合：利用予定月の前月１５日までにあいち電子申請システムにより

申請 

  ※利用を希望する月ごとに申請が必要です。 

・中止する場合：速やかに「碧南市休日保育中止届」（Ｐ３７） 

平日に通っている園へ提出してください。 

※休日保育を利用した場合、平日の保育を必要としない日に休みを取っていただきます。 

※休日保育は平日に利用している保育時間を超えて利用することはできません。 

※私的契約児、育児休業中、求職活動中、こども園幼稚園コース等の児童への休日保育

は実施しません。 

※休日保育は保護者がともに就労の場合に限ります。必要な時間以上の申請、利用はで

きません。勤務終了後は、直ちにお迎えにきてください。 

※年末年始（１２月２９日～１月３日）は実施しません。 

 

15 書類等の提出依頼について 

保育の必要性の認定、状況確認等のため、入所の前後を問わず様々な書類の提出をこ

ども課または園から依頼します。提出依頼があるときは必ず期限内にご提出ください。 

 

16 その他 

保育士の配置状況により、年度の途中に担当保育士が変更することがあります。 

進級する際、保育所等の園児数や保育室の都合上、他の保育所等に調整する可能性が

あります。 
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Ⅲ  保育料（利用料）・給食費について 

１ 保育料（利用料）の決定方法について 

 (1) 保育料は、父母および同居の祖父母等（詳細はＰ１６ ６と７を参照）の保護者

の税額等により「保育料徴収基準額表」に基づき決定します。なお、市民税額のみ

を基本とした基準額となります。 

ア 保育短時間認定（月額） 
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イ 保育標準時間認定（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月から、３歳児から５歳児までの児童、市民税非課税世帯の０歳

から２歳児までの児童の保育料が保育認定時間の範囲内で無償になりました。 
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 (2) 長時間保育を利用した場合の保育料（利用料）の加算について 

就労等により長時間保育を利用した場合、通常の保育時間を超える保育時間１時

間以内毎につき、基準額に基づいた保育料を徴収します（Ｐ１１、Ｐ１２）。 

ただし、入所月を除き、同月内に申請・中止を行った場合、申請分は翌月、中止

分は翌々月の保育料を変更します。 

※別途おやつ代の料金(約 2,000 円程度)がかかります。詳細は各保育所等へ。 

 

    ＜例＞午前７時３０分から午後６時まで保育を実施する場合 

7:30     8:00                   16:00    18:00 

１時間加算 通常の保育時間（８時間） ２時間加算 

    →保育料決定階層における基準額表は「１１時間」が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 月途中の入所・退所時の保育料の日割計算について 

  月途中の入所・退所時の保育料については、１ヶ月分の保育料に通所可能日数（月

曜～土曜で計算）を乗じて、２５で除した額となります。ただし、退所日の前月末日

までに退所届の提出がない場合、保育料の日割計算はいたしません。 

 

３ 慣らし保育期間中の保育料について 

  慣らし保育の期間の保育料は、平日の５日間として、決定された保育料の徴収対象

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無償化の対象児童が長時間保育を利用した場合、認定保育時間を超える長時間

保育については、保育時間１時間以内毎につき基準額に基づいた保育料を徴収

します。詳細は下記をご確認ください。 

認定保育時間について：「５(２) 保育必要量」（Ｐ７） 

保育料について：「保育料徴収基準額表」（Ｐ１１、Ｐ１２） 
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４ 保育料（利用料）の軽減について（３歳未満児） 

  (1) 同一世帯で２人以上の児童が保育所、幼稚園又はこども園、その他の施設に同

時に入所している場合、保育所等入所児童の保育料は次のとおり軽減されます。 

児 童 の 区 分 保  育  料 

ア 最年長児 保育料徴収基準額表に定める額 

イ ア以外の児童のうち最長児 保育料徴収基準額表に定める額の２分の１（半額） 

ウ ア・イ以外の児童 無料 

また、保護者が養育している１８歳未満の児童で、出生の最も早い者から数えて

３番目以降の児童に係る保育料が無料となります。 

(2) 市民税額が基準額以下の世帯の場合の保育料は次のとおりです。なお、児童数は

扶養義務者が養育している生計同一子ども（年齢制限なし）の範囲で数えます。 

 ア 多子世帯（市民税所得割の額 57,700 円未満の世帯） 

児 童 の 区 分 保  育  料 

第１子（最年長児） 保育料徴収基準額表に定める額 

第２子 保育料徴収基準額表に定める額の２分の１（半額） 

第３子以降 無料 

イ ひとり親・障害者世帯（市民税所得割の額 77,101 円未満の世帯） 

児 童 の 区 分 保  育  料 

第１子（最年長児） １，５００円 ※注 

第２子以降 無料 

※注：長時間保育を利用する場合は１時間毎に、算出した保育料の５％をそれぞれ加

算します（１０円未満の端数切り捨て）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記軽減の適用する子ども、児童については、原則同一世帯の者を指します。

別世帯で監護している子ども、児童がいる場合、「多子世帯生計同一者申告書」

（Ｐ３５）の提出が必要です。 

・「保育料徴収基準額表」（Ｐ１１、Ｐ１２）の網掛け太線部分については、上

記軽減は適用されません。白色部分は軽減が適用されます。 
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５ 給食費について（３歳以上児） 

３歳以上児は給食費（主食費及び副食費）を月額５，１１０円（こども園ひまわり

の保育園コースは６，６１０円）徴収します。 

(1) 給食費の免除 

   次に該当する世帯または児童は給食費が免除されます。 

  ア 保育所、認定こども園（保育園コース） 

    

 

    

 

 

 イ 認定こども園（幼稚園コース） 

 

 

 

 

    ※第３子以降の児童は、原則同一世帯の者を指します。別世帯で監護している子

ども、児童がいる場合、「多子世帯生計同一者申告書」（Ｐ３５）の提出が必

要です。 

    ※免除対象者には、通知をお渡しします。 

（2）給食費の減額 

   次に該当する世帯または児童は給食費が減額されます。なお、計算は月単位とな 

ります。 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

対 象 基 準 

ひとり親・障害者世帯 市民税所得割の額が７７，１０１円未満の世帯 

ひとり親・障害者世帯以外 市民税所得割の額が５７，７００円未満の世帯 

第３子以降の児童 
保護者が養育している１８歳未満の児童で出生の最

も早い者から数えて３番目以降の児童 

対 象 基 準 

全世帯 市民税所得割の額が７７，１０１円未満の世帯 

第３子以降の児童 
保護者が養育している１８歳未満の児童で出生の最

も早い者から数えて３番目以降の児童 

対 象 基 準 

月途中入退所 

給食費(月額)×通所可能日数(月曜～土曜(祝日除く))÷２５日 

※退所については退所日の前月末日までに退所届を提出した場合

に限る。 

※１０円未満の端数は切り捨てる。 

出席日数が少

ない場合 

給食提供日の３日前までに園に報告した場合で、欠席日数が連続

して月単位１５日以上（土、日、祝日、自由保育含む）の場合は

半額。 

出席日数がない場合は０円。 
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６ 保育料（利用料）及び給食費免除における市民税額について 

４月から８月分の保育料及び給食費免除は前年度の市民税、９月から翌年３月分の 

保育料及び給食費免除については当年度の市民税から算出されます。（下図参照） 

保育料及び給食費免除を決定する市民税額等 

決定期間 市民税額 

４月～８月 
令和６年度（令和５年１月～１２月の所得金額に対す

る市民税額） 

９月～翌年３月 
令和７年度（令和６年１月～１２月の所得金額に対す

る市民税額） 

○ 父母の税額を合算した税額で算出します。 

○ 父母の市民税が非課税で祖父母と同居している場合、祖父母のうち最多納税者

を「家計の主宰者」とし、市民税額を算出します。 

（1）寄附金控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、配当割額控除、

株式等譲渡所得割額控除の税額控除は適用されません。 

（2）指定都市に住所を有していた者は、市民税が８％で計算されていますが、碧南市

に住所を有していた者とみなし、市民税を６％で再計算します。 

 

７ 同居・世帯のとらえ方について 

 (1) 祖父母と住所が同一の場合は原則として同一世帯として認定します。 

 (2) 別世帯として認定する場合は、住民票も世帯分離しており、電気・ガス・水道等

の光熱水費のメーターも別々になっている場合に限ります。該当する場合は、世帯

ごとの同月分の領収書を提出してください。 

 

８ ひとり親・障害者家庭の認定について 

  「保育料徴収基準額表」（Ｐ１１、Ｐ１２）にあるひとり親・障害者家庭とは次に

該当する世帯です。 

 (1) ひとり親家庭 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する配偶者

のない者で現に児童を扶養している者の世帯 

 (2) 障害者家庭 

次の在宅障害児又は在宅障害者を有する世帯 

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害

者手帳の交付を受けた者 

  イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に規定する

療育手帳の交付を受けた者 
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  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

  エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に規定

する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）

に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者 

 

９ 教育・保育給付認定、保育料（利用料）及び給食費免除等の変更について 

  次に該当するような異動が家庭内であった場合は、保育実施の要否、保育料及び給

食費の免除に変更が生じる場合がありますので、速やかに通っている保育所等または

こども課に申告もしくは必要書類の提出をお願いします。変更がある場合、申請され

た月の翌月から変更します。故意に届出が遅れた場合、変更月まで遡及します。 

  (1) 世帯員に変更が生じた場合：保育所等とこども課 

  (例)・離婚、再婚、死亡、市外転出、転居、転居による世帯員の異動があった場合 

→世帯構成の変更の申出をお願いします。また、必要に応じて、保育所等へ「家

庭状況調査書」の提出をお願いします。市外転出は退所となります。 

  (2) 提出した家庭状況調査書の内容に変更が生じた場合：保育所等 

  (例)・保護者が退職した場合 

→保育を必要とする児童であった場合で、就労の意思があり就職活動を実施す

る場合のみ就労届出書（Ｐ３８）を提出することで無職になった日の月末まで

継続入所が可能です。また、求職活動として認定を受ける場合、家庭状況調査

書及び公共職業安定所での受付票の写し等が必要です。 

    ・父親・母親が就職、転職した場合 

    ・求職活動を中止した場合 

    ・母親の妊娠が判明した場合 

     ・出産後育児休業を取得した場合または復職した場合 等 

→保育所等へ「家庭状況調査書」の提出をお願いします。 

   (3) その他の事例：こども課 

(例)・年度途中で税の申告（所得税の申告、市県民税の申告等）を行った場合 

    →申告内容（所得税の申告、市県民税の申告等）に基づいて市民税額を再算定 

     するため申告書の写しの提出をお願いします。 

    ・配偶者と別居、別生計で離婚調停中あるいは裁判中である場合 

    →親権を争っている場合および婚姻費用分担金を受取っている場合を除き、両

保護者の市民税等により保育料及び給食費免除を決定します。 

    ・こどもすこやか手当を新たに受給する場合（所得制限の理由のみで受給資格

がない場合を含む。）→ひとり親世帯として市民税額を決定します。 
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10 保育料（利用料）等の納付について（小規模保育事業所・認定こども園は除く） 

保育料等の納付については、口座振替での納付をお願いしています。口座振替の手 

続きに必要な口座振替納付依頼書を２月上旬に仮決定通知に同封します。 

仮決定通知発送後に申込みをされた方には、受付時にお渡しします。必要事項を記

入のうえ、各金融機関に提出をお願いします。 

また、３歳以上児の給食費については、公立保育園（羽久手、天道、築山、日進及 

び鷲塚保育園）は保育料と同様に口座振替を予定しています。ただし、長時間保育の

おやつ代、雑費等は口座振替できませんので各保育所等へお支払いください。 

 【令和７年度保育料等口座振替日（小規模保育事業所・認定こども園を除く）】 

 月 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

振替日 R7.4.30 R7.6.2 R7.6.30 R7.7.31 R7.9.1 R7.9.30 

 月 10 月分 11 月分 12 月分 １月分 ２月分 ３月分 

振替日 R7.10.31 R7.12.1 R8.1.5 R8.2.2 R8.3.2 R8.3.31 

●保育料等を滞納した場合、地方税法の規定により財産の差押等滞納処分を行いま

す。また、退所になる場合があります。 

  

11 小規模保育事業所・認定こども園の保育料及び給食費の納付について 

小規模保育事業所・認定こども園の保育料及び給食費は、各園で徴収します。碧南市

こども課では口座振替納付依頼書をお渡ししません。手続き方法及び口座振替日は、各

園にてご確認ください。 
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Ⅳ その他の保育関連事業について 

１ 病児保育について 

  病児保育とは児童が病気やけがで、集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等

の都合により家庭で保育を行うことが困難である場合において一時的に預かり、子育

てを支援する保育サービスです。 

 (1) 利用できる児童の条件 ※以下のすべての条件にあてはまる児童です。 

 ① 保護者が、碧南市在住又は碧南市内の事業所に在勤、かつ保護者の就労等の理

由により、家庭での看病を受けることが困難である児童。 

 ② 生後６ヶ月から小学校４年生までの児童。 

 ③ 病気の回復期に至らない場合で、かつ症状の急変が認められない児童。 

 ④ 事前に登録がされている児童。 

 ⑤ 医師が病児保育の利用を適当と認めた児童。 

※ 感染力が強く、他児への感染の恐れがある場合はお預かりできない場合があります。 

(2) 実施場所  

ア 病児保育室らびっと（永井小児クリニック内） 

    住所：碧南市栄町２丁目６９番地 電話番号：０５６６－４１－０２０２ 

    予約専用番号：０５０－５８４０－２３２３ 

  イ 病児保育室アンジュ（エンゼルこどもクリニック内） 

    住所：碧南市沢渡町８４番地   

    電話番号：０５６６－９３－１５１５ 

 (3) 実施日  月曜日・火曜日･水曜日・金曜日 

（土日祝日・年末年始・クリニックの休診日は除く） 

 (4) 時 間  午前８時３０分から午後６時００分まで 

 (5) 定 員  １日に利用できる人数 各４名 

(6) 利用料  １日２，０００円（課税状況により減額になる場合があります） 

 (7) その他  病児保育事業の利用希望者は、事前にあいち電子申請・届出システム

から利用登録を行ってください。減免を希望する場合は、要件を確認し

ますので、窓口で申請してください。 

その他詳細については、ホームページ掲載の「碧南市病児保育利用の

手引き」をご覧ください。 

  (8) 問合せ  碧南市こども課育成支援係 

電話 ０５６６－４１－３３１１（内線４６１・４６２）（代表） 

０５６６－９５－９８８６（直通） 
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２ 園庭開放について 

  入所前の児童とその保護者のために６月～３月の間で園庭開放を実施しています。 

園名 実施曜日 実施時間 

公立保育園・二葉 
火・木 

10:00～11:30 

碧のうさぎ 9:00～12:00 13:00～15:00 

荒子・西端・大浜・棚尾・新川 

月～金 

9:00～12:00 13:00～15:00 

へきなん・第２へきなん 9:00～12:00 13:00～15:00 

かしの木 9:30～12:00 13:00～15:30 

ひまわり 11:00～12：00 14:00～15:00 

※ 雨天時は中止となります。また、保育所等の休園日には実施しておりません。 

３ ファミリー・サポート・センター事業について 

 (1) ファミリー・サポート・センターとは 

  子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育ての手助けをしたい人（協力

会員）が会員となって、お互いに助け合い、地域で育つ子ども達を応援する会員組

織です。 

 (2) ファミリー・サポート・センターの活動内容について 

  ア 保育所・幼稚園・認定こども園等の開始前又は終了後の児童の預かり 

  イ 保育所・幼稚園・認定こども園等への送迎 

  ウ 学校の放課後、児童クラブ終了後の児童の預かり 

  エ 軽い病児の預かり 

  オ 冠婚葬祭等の児童の預かり 

   ※児童を預かる場合は、協力会員の自宅で行います。 

 (3) 依頼会員について 

   市内在住・在勤・在学で０歳から中学校３年生までの児童がいる方 

 (4) 援助に対する謝礼について 

平日の午前７時から午後７時まで ７００円／時間 

上記以外の曜日・時間 ８００円／時間 

※ 兄弟姉妹同時に利用の場合は２人目からは半額になります。 

  (5) 問合せ 

   へきなんファミリー・サポート・センター（こどもプラザここるっくしんかわ内） 

   電話：０５６６－４１－２５５５ ＦＡＸ：０５６６－４８－６５２２ 
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４ プチ保育事業 

(1) 事業の種類と内容 

事業名 対象児童 利用期間 利用受付 

特定保育事業 保護者の就労等により１ヶ月当たり概ね６

０時間以上の保育を必要とする児童で、市

内在住者または市内保育所等で勤務してい

る者が対象。 

年度内で保育

を必要とする

期間 

利用日の３

ヶ月前の初

日から当日 

一時保育事業 

（非定型的保育

事業） 

保護者の就労等により、１ヶ月当たり概ね

６０時間未満の保育を必要とする児童に対

する事業で、市内に在住または市内保育所

等で勤務している者が対象。 

１ヶ月当たり

１４日以内 

利用日の１

ヶ月前の初

日から当日 

一時保育事業 

（緊急保育事業） 

保護者等の傷病、入院等により、緊急又は

一時的に保育を必要とする児童に対する事

業で、市内に在住、児童の祖父母がいる者

が対象。 

１ヶ月当たり

１４日以内 

利用日の１

ヶ月前の初

日から当日 

一時保育事業 

(私的理由による

保育事業) 

保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担

を解消するための保育事業で、市内に在住

の者が対象。 

１ヶ月当たり

５日以内 

利用日の１

ヶ月前の初

日から当日 

(2) プチ保育事業実施保育所等（カッコ内は利用対象児童） 

公立保育園 天道・築山保育園（離乳食完了後の児童） 

私立保育園 

 こども園 

西端・かしの木・碧のうさぎ保育園 

へきなん・第２へきなんこども園、こども園ひまわり 

※概ね生後４ヶ月以上。碧のうさぎ保育園は概ね生後６ヶ月以上。 

   ※利用可能時間は各保育所等の保育時間に同じで、１日当たり概ね１０名までです。 
   ※通常保育の入所状況により、事業実施保育所等が変更になる場合がございます。 

(3) プチ保育事業利用料予定（１日当たり） 

事業実施年度

４月１日現在

の児童の年齢 

利 用 時 間 

８時間以内 

(8:00～16:00) 

８時間以上 

(8:00～16:00 を超えて利用) 

３歳未満 ２，０００円 ２，５００円 

３歳以上 １，０００円 １，２５０円 

※ 別に給食代、おやつ代（各保育所等による）が必要です。（約３００円程度） 

(4) 問合せ・申し込み 

上記実施保育所等へお問合せ・お申し込みください。（問合せのみはこども課で 

も可。） 
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Ⅴ 申請書類の記載について（記載例） 

１ マイナンバー（個人番号）の記載について 

  平成２８年１月から行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実

現を目的としてマイナンバー制度が開始されました。それに伴い申請書類に個人番号

欄が設けられています。 

 (1) マイナンバー（個人番号）とは 

   １２桁の個人番号です。マイナンバーカード又は通知カードで確認ください。 

(2) 対象書類 

 ア 子どものための教育・保育給付認定・変更申請書（Ｐ２５、Ｐ２６） 

 イ 私的契約児の入所に係る同意書（Ｐ２７） 

 ウ 多子世帯生計同一者申告書（Ｐ３５） 

 ※申請者及び生計同一者の記載となります。 

(3) 受付時の確認事項 

  申請者のみ次の「番号確認」及び「身元確認」をいたします。受付時に持参くださ

い。 

 ア 番号確認（(ｱ)～(ｳ)のうちいずれか１点） 

 (ｱ) マイナンバーカード（写真付のもの） 

   (ｲ) 通知カード 

   (ｳ) 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 

 イ 身元確認 

(ｱ) 
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カー

ド等（顔写真のある官公署が発行した書類）  

(ｱ)のうちいずれ

か１点 

(ｲ) 
健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険被保険者証、年金手帳（証書）、

各種医療証等（官公署が発行した住所、名前等が記載された書類） 

(ｲ)のうちいずれ

か２点 

(ｳ) 
会社等が発行した身分証明書（社員証）、学生証等 

（官公署以外が発行した名前等が記載された書類） 

(ｲ)のうち１点と

(ｳ)のうち１点 

 

 

 

 

マイナンバーの記載が無くても申請書は有効なものとして受理可能です。 

番号確認資料・身元確認資料が無くても申請書は有効なものとして受理可能です。 
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     保育所等入所申込書記載例（表）      

 
 

保育所等入所申込書 
                                令和○○年○○月○○日 
  碧南市福祉事務所長 殿 
               申請者 住所 〒447-0000 

碧南市  松本町   丁目 ２８番地 
                                  
                      （ふりがな）             へきなん たろう 

                      氏 名         碧南 太郎            
                        連絡先（電話   090   －   0000   －    △△△△   ） 
  
保育所等への入所について次のとおり申し込みます。                  

入 所 

児童名 

（ふりがな）  へきなん ゆうじ 年齢区分 記
入
不
要 

こどもコード  

碧南 裕二 
 宛名番号  

 歳児 平成・令和  ３年１２月１１日生 男 ・女 

入 所 を 
希望する 
施 設 名 

第１希望園 〇〇保育園 第６希望園 〇〇保育園 

第２希望園 〇〇保育園 第７希望園 〇〇保育園 

第３希望園 〇〇こども園 第８希望園 〇〇こども園 

第４希望園 〇〇保育園 第９希望園 〇〇保育園 
第５希望園 〇〇こども園 第10希望園 〇〇保育園 

第１１希望以降の希望園がある場合は、こちらに記入してください。（希望順位を明記してください。） 

第１１希望〇〇保育園 第１２希望○〇保育園 

 
 

保育の実施を希望する期間 令和  7年  ４月  １日～令和   １０年  ３月  ３１日 

区分 世帯員氏名 生年月日 年齢 続柄 職業・勤務先等 
前年度の市民
税課税の有無 

備考 

入
所
児
童
家
庭
状
況 

碧南 太郎 S57. 6.20 42 歳 父  ㈱○○工業 有・無  

   花子 S62. 1.21 38 母  ｽｰﾊﾟｰ□□ 有・無  

   裕美 H30. 7. 2 6 姉  ○○小学校 有・無  

   裕太 R1. 9.17 5 兄  ○○保育園 有・無  

   一郎 S25. 5. 8 74 祖父  農業 有・無  

   うめ S30. 6. 3 68 祖母  ㈱△△製作所 有・無  

 31    有・無  

     有・無  

生活保護の適用 ☑適用なし   □適用あり（平成・令和   年   月   日保護開始） 

入所年月日前年１月１日 
の住所 

（９月以降の入所は入所 
年月日１月１日の住所） 

 □現在の住所と同じ         令和  ６年  ２月 １１日 転入 ・ 転居 
 ☑前住所   ○○県    ○○市    ○○町 
                  郡      村    ○○番地 

兄弟姉妹の入所 □無 ☑有  
施設名 ○○保育園 

児童名 碧南 裕太 

太枠の中は記入しないでください     

 

受付年月日 

◎「年齢区分」は下記の区分により記入してください。(令和７年４月１日現在の年齢) 

平成31年(2019)４月２日  ～ 令和２年(2020)４月１日までに生まれた児童は    ５歳児 

令和２年(2020)４月２日  ～ 令和３年(2021)４月１日までに生まれた児童は    ４歳児 

令和３年(2021)４月２日  ～ 令和４年(2022)４月１日までに生まれた児童は    ３歳児 

令和４年(2022)４月２日  ～ 令和５年(2023)４月１日までに生まれた児童は    ２歳児 

令和５年(2023)４月２日  ～ 令和６年(2024)４月１日までに生まれた児童は    １歳児 

令和６年(2024)４月２日 以降に生まれた児童は                  ０歳児 

◎「保育の実施を希望する期間」（入所期間）を記入してください。 

 ５歳児 令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

４歳児 令和７年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 ３歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日 

 ２歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 

 １歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

 ０歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日 

◎育児休業からの復帰で入所の場合のみ、復帰日前の平日５日前から慣らし保育を実施
できます（ただし、４月１日以前は行いません）。 

例：復帰日が令和７年５月２６日：入所開始日は令和７年５月１９日 

    〃 令和７年４月８日：入所開始日は令和７年４月１日 

 

◎「入所児童家庭状況」の欄は、入所児童を除き同一世帯の家族全員を記入してくださ

い。（同一世帯についてはＰ１６を参照） 

 ・「年齢」入所児童の世帯員の年齢は、上記年齢区分と同様に令和７年４月１日現在の年齢を記入し

てください。 

 ・「職業・勤務先等」が小中学生・園児の場合は、令和７年４月１日見込の学校名、園名等を記入し

てください。(高校生以上の場合は「高校生」「大学生」「就職予定」などと記入してください。) 

◎父母が市外に住民登録があるとき、「備考」に市町村名を記入してください。 

◎入所を希望する園を記入してください。 
こちらにご記入いただいた園の中で入所調整を行います。 
入所を希望する園をすべてご記入ください。 

◎「入所年月日前年１月１日現在の住所」は市内の転居の場合も記入してください。 
８月までの入所は令和６年１月１日、９月以降の入所は令和７年１月１日の住所です。 

◎「兄弟姉妹の入所」この申込書により入所希望する児童以外で保育所等に入所中また

は入所予定の兄弟・姉妹（この場合、裕太）を記入してください。 

申込書は黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。 
(消えるボールペンで記入された書類は受付できません。) 

※私的契約児の終期は令和８

年３月３１日です。 

 

◎提出時に碧南市に住民登録がないとき
（他の申請書も同様） 
欄外に現在の住所と転入予定日、申請者住所欄に

碧南市の転入予定の住所を記入してください。 

 

入所に関する連絡
を取る保護者 
（父母どちらでも可） 

※保留通知書のときは通知     

書の宛名を希望する方の氏名 

３ 

記入不要 
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保育所等入所申込書記載例（裏）   
  

            保育所等入所調査書 

（該当する事項をもれなく記入し、□にはレ印をしてください。） 

母親のいない家庭 □  生別      □  死亡      □行方不明（      年      月より） 

父親のいない家庭 □  生別      □  死亡      □行方不明（      年      月より） 

祖
父
母
の
状
況 

父 方 

住所 碧南市松本町２８番地 （同居・別居) 年齢 祖父 ７４ 祖母 ６８ 

祖父母が保育 

できない理由 

祖父：             就労の場合    

                （実時間    ８ 時間／日  

農業に従事しているため。   就労日数   ２０ 日／月 

                 社会保険加入  有 ・ 無） 

祖母：             就労の場合    

                （実時間    ６ 時間／日  

就労のため。          就労日数    ２０ 日／月 

社会保険加入  有 ・ 無） 

 母 方 

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地 (同居・別居) 年齢 祖父 ６３ 祖母 ６５ 

祖父母が保育 

できない理由 

祖父：             就労の場合    

                （実時間   ８ 時間／日  

就労（会社員）のため      就労日数  ２２ 日／月 

                 社会保険加入  有 ・ 無） 

祖母：             就労の場合    

                （実時間    時間／日  

高齢のため           就労日数    日／月 

社会保険加入  有 ・ 無 

児
童
の
状
況 

保育の現況 
□在園  □母  □同居の祖父母  □別居の祖父母  □知人  □金銭委託 

□他の保育所等（園名         ）   □その他（            ） 

児童の健康 
□健 康        □病 弱 

□障害等 

具体的に 

 

手
当
の
受
給
状
況 

母子・父子 

世   帯 
□児童扶養手当             □遺児手当 

障害児(者)

のいる世帯 

□身体障害者手帳を受けた者がいる    □精神障害者保健福祉手帳を受けた者がいる  

□療育手帳を受けた者がいる       □国民年金の障害基礎年金受給者がいる 

□特別児童扶養手当の支給対象児がいる  □その他の障害年金受給者がいる 

 

◎該当する場合のみ記入してください。 

◎「祖父母の状況」の欄は、必ず記入してください。 

 祖父母とも保育できない理由を簡潔に記入してください。 

 理由がない場合は、「特になし」と記入してください。 

 その他記入例：死亡、所在不明、離別後連絡を取っていない等 

◎該当する場合のみ記入してください。 

◎「児童の状況」の欄は、該当するところを記入してください。

現在保育園、こども園、幼稚園、認可外保育施設等に入所している場合は他

の保育所等にチェックをして、園名を記入してください。 
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教育・保育給付認定・変更申請書記載例（表） 

子どものための教育・保育給付認定・変更申請書 

令和○○年○○月○○日 

碧南市長 殿 
                申請者 住所 碧南市  松本町   丁目 ２８番地 
                                  
                    （ふりがな）          へきなん たろう 

                     氏 名        碧南 太郎         

                      連絡先（電話 ０090 － ００００ － △△△△  
                      

□ 
以下の事項に同意のうえ、子ども・子育て支援法第２０条第１項又は第２３条第１項の規定に基づき、次

のとおり教育・保育給付に係る認定を申請します。 

１ 教育・保育給付認定及び関連する事業等の審査、課税・世帯状況(生計同一者を含む)、その他公簿の閲覧並び

に就労状況等に関する調査、その情報に基づき決定した情報について利用施設等に対し提示すること 

２ 申請内容が事実と相違した場合は、教育・保育給付認定を取り消すこと 

 

申 請 
子ども 

（ふりがな）へきなん ゆうじ 年齢区分 
認定証番号  

碧南 裕二 
３ 

個人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

歳児 平成・令和 ３年１２月１１日生 男 ・ 女 

保育の希
望の有無
（※１） 

☑ 有 
保護者の就労や疾病などの理由により、保育所等の利用を希望する場合 
（法第１９条第２号又は第３号） 

□ 無 幼稚園等の利用を希望する場合（法第１９条第１号） 

（※１）「有」にチェックした場合は①から③に、「無」にチェックした場合は①から②に必要事項を記入してください。 

① 世帯の状況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 世帯の状況 

 

区分 世帯員氏名 生年月日 年齢 続柄 性別 
職業 

勤務先等 
個人番号 備考 

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者 

碧南 太郎 S53. 6.20 41 歳 父 男 ㈱○○工業 234567890123  

   花子 S58. 1.21 37 母 女 ｽｰﾊﾟｰ□□ 345678901234  

   裕美 H26. 7. 2 5 姉 男・女 ○○保育園 456789012345  

   裕太 H27. 9.17 4 兄 男・女 ○○保育園 567890123456  

   一郎 S21. 5. 8 73 祖父 男・女 農業 678901234567  

   うめ S27. 6. 3 67 祖母 男・女 ㈱△△製作所 789012345678  

 .  .     男･女               

 .  .     男･女               

                    

生活保護の適用 ☑適用なし □適用あり（平成・令和  年  月  日保護開始） 

障害者（児）の該当の有無 ☑無    □有（氏名：                   ） 

婚姻歴のないひとり親で、現在婚姻（事

実婚含む。）をしていない保護者 
 ☑非該当  □該当 

※該当にチェックをした方で保育料等が軽減される場合は、個別に事実

確認ができる書類（戸籍全部事項証明書等）を依頼します。 

 

申 請 

子ども 

（ふりがな）へきなん ゆうじ 年齢区分 児童番号 
（※１）  

碧南 裕二 

３ 
個人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

歳児 
平成・令和２８年１２月１１日生 男 ・ 

女 

認定者番号 
※既に教育・保育給付認定を受けている場合に記入してください。 

保育の希
望の有無
（※２） 

☑ 有 
保護者の就労や疾病などの理由により、保育所等の利用を希望する場合 

（法第１９条１項第２号又は第３号） 

□ 無 幼稚園等の利用を希望する場合（法第１９条１項第１号） 

 

区分 世帯員氏名 生年月日 年齢 続柄 
職業 

勤務先等 
個人番号 備考 

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者 

碧南 太郎 S57. 6.20 42 歳 父 ㈱○○工業 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  

   花子 S62. 1.21 38 母 ｽｰﾊﾟｰ□□ 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  

   裕美 H30. 7. 2 6 姉 ○○小学校 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5  

   裕太 R1. 9.17 5 兄 ○○保育園 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  

   一郎 S25. 5. 8 74 祖父 農業 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7  

   うめ S30. 6. 3 68 祖母 ㈱△△製作所 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

 31.  .                   

 .  .                   

                  

生活保護の適用 ☑適用なし □適用あり（平成・令和  年  月  日保護開始） 

障害者（児）の該当の有無 □無    ☑有（氏名：碧南 一郎                ） 

受付年月日を記入 

◎保育の希望の有無を選択してください。 

有：保育園、認定こども園保育園コース ※保育所等を希望の方はこちらにチェックしてください。 

無：幼稚園、認定こども園幼稚園コース 

◎提出時に碧南市に住民登録がないとき
（他の申請書も同様） 
欄外に現在の住所と転入予定日、申請者住所欄に

碧南市の転入予定の住所を記入してください。 

◎「年齢区分」は下記の区分により記入してください。(令和７年４月１日現在の年齢) 

平成31年(2019)４月２日  ～ 令和２年(2020)４月１日までに生まれた児童は    ５歳児 

令和２年(2020)４月２日  ～ 令和３年(2021)４月１日までに生まれた児童は    ４歳児 

令和３年(2021)４月２日  ～ 令和４年(2022)４月１日までに生まれた児童は    ３歳児 

令和４年(2022)４月２日  ～ 令和５年(2023)４月１日までに生まれた児童は    ２歳児 

令和５年(2023)４月２日  ～ 令和６年(2024)４月１日までに生まれた児童は    １歳児 

令和６年(2024)４月２日 以降に生まれた児童は                  ０歳児 

 

◎「世帯の状況」の欄は、入所児童を除き同一世帯の家族全員を記入してください。

（同一世帯については、Ｐ１６を参照） 

保育所等入所申込書(Ｐ２３)の「入所児童家庭状況」と一致します。 
・「年齢」入所児童の世帯員の年齢は、上記年齢区分と同様に令和７年４月１日現在の満年齢を記

入してください。 
・「職業・勤務先等」が小中学生・園児の場合は、令和７年４月１日見込の学校名等を記入してく

ださい。(高校生以上の場合は「高校生」「大学生」「就職予定」などと記入してください。) 

◎同一世帯の中で身体・療育・精神手帳を所持している方がいる場合は有としてください。また、

該当者の氏名を記入してください。 

 

書類を提出する方の氏名 
※保留通知書のときは通知書の宛名を希望する方の氏名 

申込書は黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。 
(消えるボールペンで記入された書類は受付できません。) 

※教育・保育給付認定を受けている場合に記入してください。 

記入を誤ったとき、該当箇所を二

重線で消して正しい内容を記入し

てください。 

同意事項を確認のうえ、チェックをしてください 
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教育・保育給付認定・変更申請書記載例（裏）  
 
 

 

 

 

 

 

② 利用を希望する期間等 

 

 

③ 保育の利用を必要とする理由 
続
柄 

保育の認定基準 備 考 

父 
☑就労  □妊娠･出産  □疾病･障害  □介護等  □災害復旧   
□求職活動  □就学   □育児休業中  □その他（        ） 

 

母 
☑就労  □妊娠･出産  □疾病･障害  □介護等  □災害復旧   
□求職活動  □就学   □育児休業中  □その他（        ） 

 

祖父 
☑就労  □妊娠･出産  □疾病･障害  □介護等  □災害復旧   
□求職活動  □就学   □育児休業中  □その他（        ） 

 

祖母 
☑就労  □妊娠･出産  □疾病･障害  □介護等  □災害復旧   
□求職活動  □就学   □育児休業中  □その他（        ） 

 

④ 支給認定証の交付（支給認定証の交付を希望しない場合は記入不要です。） 

支給認定証の交付を希望します□ 
※交付不要の方はチェックを入れないでください。 

交付された認定証は、返還するまで大切に保管する必要があります。 

交付を希望しない場合、返還が不要な「教育・保育給付認定に係る事項

を記載した通知書」を送付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定年月日 

１月１日の住所 

 ☑現在の住所と同じ    令和   年   月   日 転入 ・ 転居 

 □前住所   県      市      町 

               郡      村      番地 

認定年月日前年 

１月１日の住所 

☑現在の住所と同じ    令和   年   月   日 転入 ・ 転居 

 □前住所   県      市      町 

               郡      村      番地 

利用期間 令和   ７年  ４月   １日～令和   １０年   ３月  ３１日 

利用曜日     月曜日～   金 曜日 利用時間 ８ 時 分～１６ 時 分 

◎認定年月日１月１日の住所：令和７年１月１日の住所（予定） 

認定年月日前年１月１日の住所：令和６年１月１日の住所を記入してください。 

 

 
◎「利用を希望する期間等」（入所期間）を記入してください。 

・「利用期間」について 

 保育所等入所申込書（Ｐ２３）の「保育の実施を希望する期間」と一致します。 

５歳児 令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

４歳児 令和７年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 ３歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日 

 ２歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 

 １歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１２年３月３１日 

 ０歳児 令和７年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日 

育児休業からの復帰で入所の場合のみ、復帰日前の平日５日前から慣らし保育を実施できます

（ただし、４月１日以前は行いません）。 

例：復帰日が令和７年５月２６日：入所開始日は令和７年５月１９日 

    〃 令和７年４月８日：入所開始日は令和７年４月１日 

・「利用時間」について 

通常保育は８時から１６時までです。長時間保育を申請する場合は、「長時間保育申請書」（Ｐ

３６）の「希望保育時間」と一致します。なお、各保育所等の開所時間を越えての時間は記載で

きません。 

◎特段希望する人以外はチェックしないでください。 

（原則、支給認定証は交付しません。） 

 

 

◎「保育の利用を必要とする理由」を選択してください。表面①「世帯の状況」に

氏名を記入した続柄の方のみ該当箇所にチェックを入れてください。 
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私的契約児の入所に係る同意書 

令和○○年○○月○○日 

 碧南市福祉事務所長  殿 

               申請者 住所 碧南市  ○○町 ○○丁目○○番地 

                                   

                   （ふりがな）        へきなん たろう 

                   氏 名  碧南 太郎        

                    連絡先（電話 ０９０ － ００００ － ００００ ） 

□ 私的契約児として入所するにあたり、以下の事項に同意のうえ、「保育所等入所申込書」のとお

り申込をします。 

１ 入所審査、課税・世帯状況(生計同一者を含む)、その他公簿の閲覧並びに就労状況等に関する調査、

その情報に基づき決定した情報について利用施設等に対し提示すること  

２ 申請内容が事実と相違した場合は、入所を取り消すこと  

 

入 所 

児童名 

（ふりがな）   へきなん ゆうじ 個人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

碧南 裕二 

平成・令和 ３年１２月１１日生 

年齢区分 ３ 歳児 
男・女 

保育園           〇〇   保育園 就労予定の有無 有・無 

 

世帯の状況 

 

 

世帯員氏名 生年月日 年齢 続柄 職業・勤務先等 個人番号 備考 

  

碧南 太郎 S57.6.20 42歳 父  ㈱○○工業     

碧南 花子 S62.1.21 38 母  ｽｰﾊﾟｰ□□     

碧南 裕美 H30.7.2 6 姉  ○○小学校     

碧南 裕太 R1.9.17 5 兄  ○○保育園     

碧南 一郎 S25.5.8 74 祖父  農業     

碧南 うめ S31.6.3 68 祖母  ㈱△△製作所     

 . .        

 . .        

生活保護の適用 ☑適用なし □適用あり（平成・令和   年  月  日保護開始） 

障害者(児)の該当の有無 □無   ☑有（氏名：  碧南 一郎       ） 

入所年月日 

１月１日の住所 

☑現在の住所と同じ 令和  年  月  日 転入 ・ 転居 

□前住所    県     市     町 

              群     村      番地 

入所年月日前年 

１月１日の住所 

□現在の住所と同じ 令和 ６年 ２月１１日 転入 ・ 転居 

☑前住所  〇〇県   〇〇市   〇〇町 

              群     村    〇〇番地 

入
所
児
童
家
庭
状
況 

区
分 

私的契約児の入所に係る同意書記載例 

書類を提出する方の氏名 
（父母どちらでも可） 

教育・保育給付認定・変更申請書の記載例（Ｐ２５）と同様 

◎入所年月日１月１日の住所：令和７年１月１日の住所（予定） 

入所年月日前年１月１日の住所：令和６年１月１日住所を記入してください。 

 

 

同意事項を確認のうえ、チェック

してください 



保育要件 父 母 家庭状況調査書の添付書類

□ □ 就労証明書

３歳以上児 □ □ なし

□ □ なし

所得申告済 □ □ 確定申告書または市県民税申告書（直近年分）

青色
□ □ 青色申告承認申請書または開業届

白色等
□ □ 開業届

青色 □ □ 事業主の青色申告決算書（直近年分）※

白色等 □ □ 事業主の収支内訳書または市県民税申告書（直近年分）※

青色
□ □ 事業主の青色事業専従者給与に関する届出書※

白色等
□ □ 事業主の収支内訳書等（直近年分）（後日）※

父 母

□

□
□
□
□

□
□
□
□

あり

□
□
□
□

なし

□ □

□
□
□
□

□ □

□ □

□ □ 在留カード

電子申請をする場合は、添付資料をデータで提出してください。

窓口にて申請書類を提出する場合は、添付資料の写しを提出してください。

所得申告済

最近開業

母子手帳

※専従者の氏名がある箇所

保育要件

出産

入所児童の家庭状況調査書　＜記載例＞
児童の父、母について、それぞれ提出してください。

就労
育児休業

３歳未満児

全員

児童年齢
区分

区分

正規職員・パート職員等

自
営
業

事
業
主 最近開業

家庭状況調査書の添付書類一例
下表以外の書類の提出を依頼することがあります。

専
従
者

＋在留カードを持っている場合

求職

無職

必要に応じて

傷病

看護・介護

その他

障害者手帳
または介護
保険被保険
者証

ハローワーク受付票

なし

診断書（こども課の様式）
（あれば）障害者手帳（３歳未満児は身体３級、精神３級、療育Ｃ以上）

障害者手帳または介護保険被保険者証
介護・看護等のスケジュール（こども課の様式）
診断書（こども課の様式）
介護・看護等のスケジュール（こども課の様式）

就学
学生証
カリキュラム

入所予定児童をすべて記入してくだ

さい。保育所名等は第１希望の保育

所等を記入してください。

該当するところに〇をつけてください。

家庭状況等に応じ、必要となる添付書類が

異なります。
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宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 ☑ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 1 月 21 日

3 ☑ 無期 □ 有期 年 4 月 1 日 ～ 年 月 日

☑ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）
□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）
□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 ☑ 取得中 年 9 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） ☑ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 ☑ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 12 月 日

年 月 日

年 月 日

施設名

申込中（第一希望）

□

利用中☑ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □

施設名

○〇保育園

施設名

生年月日

生年月日

利用中 □
生年月日

2021 11碧南　太郎

児童名

児童名
申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

保育士等としての勤務実
態の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

9 0 15 0 60

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

備考欄

児童名

育休延長可否

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間 2024

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、
時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得
理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

2024 8 年月 2024 7

20 日／月 120 時間／月 16

年月 2024 9 年月

時間／月日／月 150 時間／月 20 日／月 190

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

日祝

土曜

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日
合計
時間

月間 180
□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数

時間

平日 8 30 17 30

就労時間
(変則就労の場合)

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2020

4 本人就労先事業所
名称 碧南製造株式会社

住所

2

フリガナ ヘキナン　ハナコ

本人氏名 碧南　花子 生年 月日 1986

碧南市●●町●●番地

●●●●

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 0566 ●●

電話番号 ●●●●

担当者名 碧南　次郎

代表者名 碧南　太郎

所在地 碧南市●●町●●番地

0566 ●●

就労証明書
碧南市長

西暦 10 1

事業所名 碧南製造株式会社

2024

2025

（うち休憩時間 1200 分）

週間

0 分

5

60
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■証明書を発行する事業者又は民生・児童委員に関する項目

証明日
○証明日（証明書発行日）を記載してください。
　※年の欄は西暦で記載してください。

代表者名 ○代表者（法人の代表者や個人事業主）の氏名を記載してください。

所在地
○証明書発行事業所の住所を記載してください。
　※証明書の証明対象となる者（以下「本人」という。）の就労先住所ではない点に注意してください。

電話番号 ○証明書発行事業所の電話番号を記載してください。

№13
○保育士、幼稚園教諭、保育教諭としての勤務実態の有無について「□有」、「□有予定」、「□無」にチェック（レ点記入）してください。

№14 ○雇用期間について「□有期」をチェックした場合は契約満了後の更新の有無について「□有」「□有（予定）」「□無」「□未定」のいずれかにチェックしてください。

№15
○育児休業の終了予定日よりも前の日時での保育所等の入所が内定した場合、育児休業を短縮し、入所内定日から復職することについて、「□可」「□可（予定）」「□
否」にチェックしてください。

№16 〇育児休業の延長について「□可」「□可（予定）」「□否」にチェックしてください。

■就労状態等に関する事項

■その他の項目

■追加の項目

（雇用契約の）満了
後の更新の有無	

入所が内定した場
合の育児休業の短

№4 本人就労先事業所

№11

No.18 備考欄

○No.６に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例（就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等）等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じてい
る場合には、その旨、この欄に記載してください。
○No.９の育児休業及びNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記載が必要な場合は、この欄に記載してください。
○その他特記事項があれば、この欄に記載してください。

№19 保護者記載欄
〇児童名を入力してください。
〇児童の生年月日を入力してください。
〇施設の名称を記載してください。また、「□利用中」「□申込み中」にチェックしてください。

事業所名
○証明書を発行する事業者の名称（法人名）を記載してください。
　※個人事業主の場合は事業者の名称を記載してください。

○雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載してください。№3 雇用(予定)期間等

№17
単身赴任期間（予定
含む）

〇単身赴任について期間を記載してください。
※終期が未定の場合は終期欄は空欄で構いません。

№8
産前・産後休業の取
得
※取得予定を含む

　※法令上の産前・産後休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※終了日が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。

　※週当たりの就労時間が定められている場合、４（週）を乗じた時間を記載してください。
　※年当たりの就労時間が定められている場合、12（月）で除した時間を記載してください。
　※月当たりの就労日数が定められている場合、週当たりの就労日数欄には、４（週）で除した日数を記載してください。
　※週当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には、４（週）で乗じた日数を記載してください。
　※年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たりの就労日数欄には48（週）で除した日数を記載してください。
○平日、土曜、日祝毎に就労時間時間帯及び休憩時間数（分）を記載してください。

○直近３か月の１か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。
※育児休業等により直近３ヶ月において１月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の就労実績を記載してください。
※有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
※残業時間、休憩時間（就業規則等で定められている休憩時間に限る。）は就労時間数に含めてください。

就労実績
※日数に有給休暇
を含み
時間数に休憩・残業
時間を含む

№7

育休延長可否

保育士としての勤務
実態の有無

担当者名
／記載者
連絡先

○証明書の内容について、自治体からの事務的な連絡を受ける場合の担当者名/電話番号を記載してください。

○本人が実際に働いている勤務先の名称・住所を記載してください。
　※実際に働いている就労場所が複数存在する場合は、主たる就労先の住所を記載するようにしてください。

○雇用契約に基づく就労の合計時間（残業時間は除く）について記載してください。
　※育児短時間勤務制度を利用している場合、制度利用前の就労時間数を記載してください。
　※就業規則等で定められている休憩時間は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間も記載してください。
○雇用契約に基づく一月当たり、一週当たりの就労日数について記載してください。

※年当たりの就労日数が定められている場合、月当たりの就労日数欄には12（月）で除した日数、週当たりの就労日数欄には48（週）で除した日数を記載してください。
○主な就労時間帯・シフト時間帯について、最も勤務回数の多い時間帯を記載してください。
　※シフト勤務の場合は、市区町村による保育の必要性認定に必要となる場合のみ、シフト表の追加提出等を求める場合がありますので御承知おきください。

就労時間
（変則就労の場合）

就労時間
（固定就労の場合）

№6

復職（予定）年月日
〇育児休業を終了し、保育所等に入所する場合は必ず記載してください。
○証明書発行事業所において取得中（又は取得予定）の育児休業等を終了し、復職する予定がある場合は「□復職予定」にチェック（レ点記入）し、復職予定年月日を記
載してください。

　※法令上の育児休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※終期が確定していない場合でも終了予定日を記載す※取得済みの場合は取得実績を記載してください。

№9
育児休業の取得
※取得予定を含む

　※法令上の休業に限らず法人独自の就業規則等に基づいた休業も含みます。
　※終期が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。
　

No.10
産休・育休以外の休
業の取得期間
※取得予定を含む

No.12 育児のための短時間勤務制度利用有無 ※取得予定を含む

○育児のための短時間勤務制度の利用により、就業規則上の通常の就労時間（No.６に記載の時間）より短い就労時間（就業規則上の特則等いわゆる時短勤務）とする
予定である又はしている場合について、「□取得予定」か「□取得中」かにチェック（レ点記入）してください。
○当該短時間勤務制度の利用（予定）期間及び当該短時間勤務制度利用時の主な就労時間帯（勤務体制変更後の就労時間帯）について記載してください。
　※No.６には短時間勤務制度利用前の就労時間帯、No.12には短時間勤務制度利用後の就労時間帯を記載してください。
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　税務署提出様式 　　　県税事務所提出様式

　碧南市役所提出様式

家庭状況調査書の添付書類イメージ

●青色申告承認申請書（自営業※最近開業した場合）

●開業届（自営業※最近開業した場合）

●開業届（自営業※最近開業した場合）

●開業届（自営業※最近開業した場合）

31



●青色申告決算書（自営業〈専従者〉）

●青色事業専従者給与に関する届出書（自営業〈専従者〉） ●源泉徴収簿（自営業〈専従者〉）

●収支内訳書（自営業〈専従者〉）

専従者の場合は氏名

の記載があるものの

専従者の場合は氏名

の記載があるものの

32



●所得税の確定申告書

●市県民税申告書（碧南市様式）
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「児童票」の記載例 

※太線の枠内のみ記入して下さい。 

 

 

 

 

 ＜その他必要書類の記載について＞ 

 

「緊急連絡票」…保育中、園児に何かあったときに連絡をしますので連絡先の記入をしてください。

なお、地図については自筆でもホームページのものを印刷した貼付でも構いません

ので必ず記入をお願いします。 

 

「健康の記録」…母子手帳から転記していただき、児童の健康状態をお書きください。 

 

「家庭での生活状況」…児童の年齢区分に該当するもの１部を提出してください。日ごろの生活状況

についてお書きください。 

児 童 

氏 名 

ふりがな 
 

へきなん ゆうじ 

   碧南  裕二 

性 

別 

男 
・ 
女 

生年月日 平成・令和 ３年１２月１１日生 

電話番号 ０５６６－４１－△△△△ 

保護者 

氏 名 

ふりがな 
 
   へきなん  たろう 

   碧南  太郎 

現住所 

(変更後) 

 碧南市  松本 町  ２８番地 

 

家 

 

族 

 

構 

 

成 

氏     名 続柄 生年月日 勤務先および電話番号 

碧南 太郎 父 昭平 ５７．６．２０ ㈱○○工業     41-□□□□ 

碧南 花子 母 昭平 ６２．１．２１ スーパー□□    41-□□□□ 

碧南 裕二 本人 平令 ３．１２．１１ ○○保育園 

碧南 裕美 姉 
大昭
平令 ３０．７． ２ ○○小学校 

碧南 裕太 兄 
大昭
平令 １．９．１７ ○○保育園 

碧南 一郎 祖父 
大昭
平令 ２５．５． ８ 農業       41-□□□□ 

碧南 うめ 祖母 
大昭
平令 ３１．６． ３ ㈱△△製作所   41-□□□□ 

     ． ．  

入 
所 
理 
由 

１居宅外就労 

２居宅内就労 

３母親の出産等 

４疾病の看護等 

５家庭の災害等 

６求職活動中 

７就学 

８その他 

保 
育 
時 
間 

午前 ８ 時 ００分 

５ から 

午後 ４ 時 ００分 

入所理由について、該当するものに○をつけてください。 

記入を誤ったとき、該当箇所を二重線

で消して正しい内容を記入してくだ

さい。 
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多子世帯生計同一者申告書 
                              令和○○年○○月○○日 

碧南市長 殿 

              申請者  住所 碧南市   ○○町 ○○丁目○○番地 

       

             氏名 碧南 太郎 

                   電話 ０９０ － ００００ － ００００ 

 

 第３子保育料無料化、多子世帯保育料軽減及び給食費免除に係る生計同一子どもについて、
以下のとおり申告します。         

１ 生計同一子ども         

 (１) １８歳以上の子ども  

 
（２）１８歳未満の子ども   

 

２ 別居の理由等（１で別居の子どもを監護していると申告した方のみ） 

監護する児童が別居している場合は、別居する児童の世帯全員の住民票や仕送り明細など、監護の事実を確認できる

書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 続
柄 

生年月日 
（ ）内に入園年度の 4/1 時

点の満年齢を記入 

同居 
別居 
の別 

監護
の 
有無 

個人番号 

入所中または予定

の幼稚園・保育所

等、通学中または予

定の学校・現在の勤

務先 

碧南 裕子 子 平・令  １８年  ３月 １日（19） 同・別 有・無  大学生 

  平・令    年   月  日（  ） 同・別 有・無   

碧南 裕美 子 平・令  30 年  7 月 2 日（６） 同・別 有・無  ●●小学校 

碧南 裕太 子 平・令  1 年  9 月 17 日（５） 同・別 有・無  ●●保育園 

碧南 裕二 子 平・令  3 年 12 月 11 日（３） 同・別 有・無  ●●保育園 

  平・令   年   月  日（  ） 同・別 有・無   

  平・令   年   月  日（  ） 同・別 有・無   

別居の理由 県外の大学に進学のため。 

監護・生計同

一の事実 

ア． 毎月金品の仕送りをしている。     （月  １００，０００ 円） 

イ． 毎月ではないが金品の仕送りをしている。（月        円）  

ウ． 生活が苦しいため金品の仕送りはできないが子供に対する監督・保護は行っている。  

エ． 就業しており自活できる収入を得ているが子供に対する監督・保護は行っている。  

オ． 日常生活について指示、連絡を行っている。     

カ． 休暇等には帰省している。       

キ． 別居の理由が消滅したときは、再び起居をともにする。  

多子世帯生計同一者申告書記載例 

◎多子世帯生計同一申告書は、次に該当する場合に提出してくださ

い。 

〇別居している子ども、児童のうち、監護している者がいる場合 

〇同居している子ども、児童のうち、監護していない者がいる場合 

◎世帯で１枚で構いません。 

◎令和７年４月１日時点の年齢を記入してください。 

◎生年月日が平成１９年４月１日以前の子どもについて記入して

ください。監護の有無が「有」でないと対象となりません。 

 

◎生年月日が平成１９年４月２日以降の子どもについて記入して

ください。入所児童を含めて記入してください。 

◎監護の有無が「有」でないと対象となりません。 

◎右側の「入所中の幼稚園・保育所等…」の欄は、小中学生・園児

の場合は、令和７年４月１日見込の学校名、園名等を記入してく

ださい。（高校生以上の場合は、「高校生」「大学生」「就職予

定」などと記入してください。） 

 

◎別居の場合は必ず記載。その場合、監護の事実を確認できる書類

を必ず添付してください。  
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碧南市長時間保育申請書    記載例 

                            令和  年  月  日 

 碧南市福祉事務所長 殿 

               申請者 住所 碧南市 松本 町  丁目２８番地 

                   氏名    碧南 太郎             

電話  ０９０－００００－００００ 

下記のとおり長時間保育を希望します。 

児  童  名 碧南 裕二 生年月日 平成・令和〇年１２月１１日 

園    名  ○〇 △△       
保 育 園 

こども園 
年齢区分 

4月1日時点 

     ３ 歳児 

長時間保育の希望開始日（変更日） 令和 〇年 ９月 １日 

保 育 時 間 の 区 分 

※希望する保育時間の□欄に✔してください。 
実 施 園 

早

朝 
 7:00から 8:00まで ☑ 

7:00～第２へきなんこども園、こども園ひまわり 

7:15～かしの木保育園 

7:30～上記以外の保育園 

夕 

方 

16:00から 17:00まで □ 全園 

16:00から 18:00まで ☑ 全園 

16:00から 19:00まで □ 

～18:30 二葉、碧のこうさぎ保育園 

～19:00 鷲塚、荒子、西端、大浜、棚尾、新川、 

かしの木、碧のうさぎ保育園 

へきなん、第２へきなん、こども園ひまわり 

16:00から 20:00まで □ 
～19:30かしの木保育園 

～19:45碧のうさぎ保育園 

～20:00第２へきなん 

理    由 

（具体的に記入） 

母の勤務が７時間勤務から８時間勤務（８時～１７時）に変更に 

なったため。 希望保育時間 7:30 ～ 18:00 

 父 
勤務時間 

（残業含む） 
8：30～20：00 

勤務地 
住所 

豊田市○○町□□丁目△△番地 
通勤 

時間 
６０分 

 母 
勤務時間 

（残業含む） 
8：00～17：00 

勤務地 
住所 

碧南市○○町□□丁目△△番地 
通勤 

時間 
２０分 

祖父 
勤務時間 

（残業含む） 
8：00～17：00  

勤務地 
住所 

碧南市○○町□□丁目△△番地 
通勤 

時間 
１０分 

祖母 
勤務時間 

（残業含む） 
8：00～17：00 

勤務地 
住所 

碧南市○○町□□丁目△△番地 
通勤 

時間 
１０分 

☑ 

以下の事項を確認の上、長時間保育をご利用ください。 

1.長時間保育の利用は、就労証明や上記の申請理由から必要性が確認できる、曜日・時間に限ります。（就労証

明等の必要書類が利用日までに揃わない場合、利用できないことがあります。） 

2.勤務が早く終了した場合は、申請時間内であっても、速やかにお迎えをお願いします。 

3.利用予定日の１５日前までに、平日に通っている園へ必要書類を提出してください。 

 

園確認 

 

 

碧南市長時間保育中止届 

 

 

令和○○年○○月○○日  

  

碧南市福祉事務所長 殿 

 

 申請者  住所 碧南市  松本 町  丁目２８番地 

                          

氏名    碧南 太郎         

 

電話    ０９０－００００－００００ 

 
  
下記のとおり長時間保育の中止を届出します。 

児  童  名 碧南 裕二 
 

平成・令和〇年１２月１１日 

園    名 ○○ 
保 育 園 
こども園 

年齢区分       ３ 歳児 

長時間保育の最終日  令和〇年１１月３０日 

理     由 母の就労時間が短くなったため。 

 ※年齢区分は４月１日現在で記入してください。 

 ※月の途中で長時間保育を中止した場合は翌月から保育料を変更するため、速やかに園へ 

提出をお願いします。 

 ※長時間保育中止後の保育の実施は8:00～16:00となります。 

 

 

①園確認 ②こども課確認 

  

記載例 

祖父母は同居の場合のみ記入して下さい。 

勤務地の住所を方書までご記入ください。 

（本社の住所ではありません） 

生年月日 

希望保育時間は、実施園の「保育時間の区分」

内で最大受け入れ時間を記入してください。 

例：鷲塚保育園で７時４５分から１７時４０分の保育

を希望→7：30～18：00と記入 

  かしの木保育園で７時４５分から１９時１０分

までの保育を希望→7：15～19：30と記入 

   

慣らし保育期間中に長時間保育は
利用できません。 
例： 
・３歳未満児で入所日が４月 1日
入所のときは、４月８日以降 

・育児休業からの復帰が５月２５
日のときは、５月２５日以降 

具体的に記入し
てください。 

記載事項を確認の上、チェック

をしてください。 
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碧南市休日保育申請書 

令和○○年○○月○○日 

碧南市福祉事務所長 殿 

 

                    申請者 住所 碧南市  松本 町  丁目２８番地 

                        氏名     碧南 太郎         

                        緊急連絡先  ０９０－００００－００００ 

 

 下記のとおり休日保育の実施を希望します。 

児  童  名 碧南 裕二 生年月日 平成・令和〇年１２月１１日 

園    名 ○○ 
保 育 園 
こども園 

年齢区分 
     〇  歳児 

休日保育実施園 記入不要。こども課で決定します。 

休日保育の希望開始日  令和 〇 年 ９月 １日 

希望保育時間 
 
(希望する保育時 

間の「希望」欄に 

ﾚしてください) 

休 日 保 育 の 区 分 希望 保育時間 

日 曜 日 ☑ 

午前 ７時３０分から 
 
 

午後 ６時００分まで 

祝 日 等 
（日曜日を除く） 

☑ 

午前 ７時３０分から 
 
 

午後 ６時００分まで 

保 護 者 の 
休 業 予 定 

  
□毎週     曜日 

 
 ☑不規則であるが月 ８ 日間程度 

 ※初めて利用される月の前月１５日までに平日に通っている園へ申請してください。 

  （休日保育利用予定月の前月１５日が土･日･祝日の場合はその直前の平日までに「休日保育事業利用予定連

絡表」を平日に通っている園へ提出してください。） 

※休日保育は保護者が日曜祝日等に継続的に就労していること等により、市内保育所等に入所する児童が日曜

祝日等に保育を必要とする場合に実施するものです。 

 ※休日保育の実施児童については、保護者の休業日に平 

日に通っている園を休むようにしていただきます。 

※年齢区分は４月１日現在で記入してください。 

※休日保育は、平日に通っている保育所と違う場合 

 があります。ルールなど違う点もありますので、 

 休日保育の実施園でのルールに従ってください。 

碧南市休日保育中止届 

令和○○年○○月○○日 

 

 碧南市福祉事務所長 殿 

 

                     申請者 住所 碧南市 松本 町  丁目２８番地 

 

                         氏名    碧南 太郎        

 

 下記のとおり休日保育の中止を届出します。 

児  童  名 碧南 裕二 生年月日 

 

園    名 ○○ 
保 育 園 
こども園 

年齢区分         ３ 歳児 

休日保育の最終日  令和 〇年 ９月３０日 

理  由 母の休日就労がなくなったため。 

  
※年齢区分は４月１日現在で記入してください。 

  ※利用中止が決まり次第、速やかに平日に通っている園へ提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

①園確認 ②こども課確認 

  

記載例 記載例 

①園確認 ②こども課確認 

  

 

平日の保育時間以上の利用はできません。 

平成・令和〇年１２月１１日 

慣らし保育期間中に休日保育は
利用できません。 
例： 
・３歳未満児で入所日が４月 1日
入所のときは、４月８日以降 

・育児休業からの復帰が５月２５
日のときは、５月２５日以降 

利用を希望する曜日について、

「就労証明書」の「就労時間」

欄の曜日に☑がついている必要

があります。 
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保育所等退所届出書 

令和○○年○○月○○日 

 

 碧南市福祉事務所長  殿 

 

              申請者 住所 碧南市 松本町  丁目 ２８番地                                                          

                      

   氏名    碧南 太郎         

 
 保育所等の退所について、次のとおり届け出ます。 

退所する児童の氏名 

生 年 月 日 

 

   碧南 裕二                                 

平成・令和 〇年１２月１１日生 

退所する園名 ○○ 
保 育 園 
こども園 

最終在籍日 令和〇年１２月３１日 

退所の理由 家庭で保育ができるようになったため。 

 

※ 月末退所は１５日前、月途中退所は退所日の前月末日までに平日に通っている園へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労届出書 

令和○○年○○月○○日    

 

 碧南市福祉事務所長  殿 

 

             申請者 住所 碧南市 松本 町   丁目 ２８ 番地 

                  

氏名  碧南 太郎      

 

 仕事を退職し、無職となりますので届出します。 

児 童 氏 名 

生 年 月 日 

碧南 裕二 

平成･令和〇年１２月１１日生（  ３歳児） 

園   名 ○○ 
保 育 園 
こども園 

無職になった保護者 
（該当者に○） 

 
父  ・  母 

無職になった日 
(退職日の翌日：保育の必要が 

なくなった日) 

令和〇年 ４月１３日 

就労の意思 

あり ：無職になった日の月末まで入所 

（就職活動を実施し、別途申請が必要。） 

なし ：（３歳未満児）退所 

    （３歳以上児）私的契約児に変更 

     ※一部園は私的契約児に変更不可 

     こども園は幼稚園コースに変更 

 
※この書類は平日に通っている園に提出してください。 
※就労の意思がある場合は求職活動として家庭状況調査 
書及び公共職業安定所での登録証の写し等が必要です。 

※再就労した場合は家庭状況調査書が 
必要となります。 

 

 

 

①園確認 ②こども課確認 

  

記載例 

記載例 

①園確認 ②こども課確認 
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碧南市保育所・認定こども園（保育園コース）入所選考基準 
保育所・認定こども園（保育園コース）の利用調整については、申込み締め切り日までに提出された書類により「基本指数」及び「調整指数」

の表により「保育所・認定こども園（保育園コース）入所選考基準指数」を決定し、基準指数の高い世帯順に「保育が必要」と判断して、保育所・

認定こども園（保育園コース）の入所を決定する。なお、同点の場合には「同点時の優先順位」の優先順位が高い世帯順に「保育が必要」と判断

して、保育所・認定こども園（保育園コース）の入所を決定する。 

保育の実施基準 基本指数 

類型 細    目 父 母 

就
労
等 

外勤 
・ 
自営 
・ 

農漁業 
・ 
就学 
・ 
内職 

月１５０時間以上（休憩時間除く） 10 10 

月１４０時間以上（休憩時間除く） 9 9 

月１２０時間以上（休憩時間除く） 7 7 

月１００時間以上（休憩時間除く） 5 5 

月 ９０時間以上（休憩時間除く） 4 4 

月 ８０時間以上（休憩時間除く） 3  3  

月 ６０時間以上（休憩時間除く） 2  2  

妊娠・出産  - 7 

求職活動世帯  1 1 

傷病 

疾病 

入院の場合（当該入院している者） 10 10 

居宅内療養 

常時臥床 10 10 

週３日以上の通院かつ安静を要する場合 7 7 

週１日以上の通院かつ安静を要する場合 4 4 

通院加療 

週５日程度の通院（保育が困難と認められる者（高）） 9 9 

週３日程度の通院（保育が困難と認められる者（中）） 6 6 

週１日程度の通院（保育が困難と認められる者（低）） 3 3 

傷病 

障害 

障害者手帳 

１級、２級 10 10 

３級 7 7 

４級以下（３歳未満児は不可） 4 4 

療育手帳 
Ａ判定、Ｂ判定 10 10 

Ｃ判定 7 7 

精神障害者保

健福祉手帳 

１級、２級 10 10 

３級 7 7 

介護 

看護 

入院の場合 10 10 

要介護認定者の自宅介護 

要介護認定４以上の者を介護 8 8 

要介護認定３の者を介護 7 7 

要介護認定２の者を介護 6 6 

要介護認定１の者を介護 4 4 

保育が困難と認められる者（高）（手帳の場合、身体１・２級、精神１・２級、療育Ａ・Ｂ判定程度） 9 9 

保育が困難と認められる者（中）（手帳の場合、身体３級、精神３級、療育Ｃ判定程度） 7 7 

保育が困難と認められる者（低）（上記以外） 4 4 

上記以外の介護、付添 2 2 

育児休業中 ３歳以上児で育児休業取得中であり復職予定の場合 4 4 

虐待やＤＶの恐れがある場合など、社会的養護が必要な場合 10 10 

特に入所が必要であると市長が認める場合  10 10 

上記以外で明かに保育が必要な状態（災害等） 10 10 

その他保育が必要な状態と認められる場合 必要に応じて 必要に応じて 

基本指数（保護者の基本指数を合算）:（Ａ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 個人調整基準 調整指数 

① 

保護者が教育・保育施設または子ども・子育て支
援施設で保育士、幼稚園教諭または看護師とし
て就労している世帯（保育アシスタントまたは臨
時職員等としての勤務を含む。） 

市内 4 

市外 2 

② 
育児休業を終了し、復職する
場合 

きょうだい同時入所あり 3 

きょうだい同時入所なし 4 

③ 
基準時間以上の就労予定の
場合 ※個人調整基準①で
加算するときは減算しない。 

調整時に入所基準時間
を満たす -1 

調整時に入所基準時間
を満たさない -2 

④ 
就労で１ヶ月の就労日数が１６日未満の場合 
※３歳未満児に適用 -1 

⑤ みなし育休の場合 -2 

⑥ 
居宅内就労で、居住部を主にして就労する、または事業
的規模と判断できない場合 ※３歳未満児に適用 -4 

 個人調整指数の合計：（C）  

 

 世帯等調整基準 調整指数 

① ひとり親世帯又は両親不存在世帯 
祖父母別居 3 

祖父母同居 2 

② 
保育料徴収基準額表のＡまたはＢ、Ｃ1 階層あるいは要保護
状態と同程度と認められる世帯の場合 3 

③ 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 3 

④ 
児童又は児童と生計を一にしている他の児童が障害のた
め、保護者の就労が制限される場合 2 

⑤ 
児童が特定地域型保育事業（小規模保育事業等）を行う施
設を卒園し、別の保育所等に入所希望の場合 3 

⑥ 
児童を認可外保育施設、企業主導型保育施設等に預けそ
の対価を支払っている場合 1 

⑦ 
保育園・認定こども園に在園児のきょうだいがいる
またはきょうだいで入所希望の世帯（卒園予定児
は除く） ※求職の３歳未満児は加算しない。 

同じ園 4 

別の園 2 

⑧ 入所希望児童が多胎児の場合 2 

⑨ 小学校区の保育所等に入所希望の場合（３歳以上児） 1 

⑩ 虐待やＤＶの恐れがあるなど、社会的養護が必要な場合 8 

⑪ 
同居の６５歳未満の祖父母の状況について、上表に当ては
め、基本指数が２未満の場合 -2 

⑫ 
利用調整時に提出書類に不備または提出がない、または申
込内容に虚偽がある場合 -8 

⑬ 保育料（使用料）または給食費の滞納がある世帯 -10 

 世帯調整指数の合計：（Ｂ）  
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■ひとり親世帯の場合には、父または母の基本指数に１０を加算する。 

■保育実施基準の複数（就労と障害など）に該当する保護者については、最も高い指数を適用する。 
■内職による入所は、３歳以上児のみを対象とする。 

■保育所・認定こども園（保育園コース）入所選考基準指数は、調査の時点の状況に基づいて認定することを原則とするが、出産休暇及び育児休

業明けの場合については、保育所または認定こども園（保育園コース）入所（予定）日現在の状況に基づいて認定する。 

■入所選考基準指数は、調整指数の加減が適用になる場合は基本指数に世帯調整指数及び個人調整指数を加減して得た数とし、調整指数の加減が

適用にならない場合は基本指数の数とする。 

■世帯調整基準「①～④」について、各項目内で複数項目に該当する場合は、それぞれ指数が高い項目を１つずつ適用する。 

■就労等の場合、就労時間は就労証明書の月間の合計時間または週間の合計時間に４を乗じた時間から休憩時間を減じて得た時間で判定する。 

■育児・介護休業法に基づき時短勤務で就労予定の場合、実労働時間ではなく所定労働時間で判定する。 

■個人調整基準③は、就労証明書に記載された就労実績により判定する。 

■世帯調整基準⑨について、小学校区の保育所等は以下のとおりとする。ただし、３歳以上児のみ加算する。 

  

 

 

 

 

 

私的契約児については、「保育所・認定こども園（保育園コース）入所選考基準指数」が同点の場合は「私的契約児の保育所入所
選考優先順位」に基づき、優先順位の高い世帯順に「保育が必要」と判断して、保育所・認定こども園（保育園コース）の入所を決
定する。 
＜私的契約児の保育所入所選考優先順位＞ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上により同点の場合には、「同点時の優先順位」に基づき、優先順位の高い世帯順及び優先順位内の調整順序が高い順に「保育

が必要」と判断して、保育所・認定こども園（保育園コース）の入所を決定する。 
 ＜同点時の優先順位＞ 

優先順位 項目 
① 虐待やＤＶの恐れがあるなど、社会的擁護が必要な場合 
② 保育料（使用料）及び給食費の滞納がない世帯 
③ 父母不在世帯 
④ ひとり親世帯 
⑤ 育児休業からの復帰に伴う申込であり、在園の３歳未満児がいる場合 
⑥ 育児休業からの復帰に伴う申込の場合 
⑦ 就労に伴う申込の場合 
⑧ 入園年齢に上限がある保育所等を卒園した場合 
⑨ 利用調整月の申込締切時点で第１希望の園にきょうだいが入所している（卒園予定児を除く） 
⑩ 利用調整月の申込締切時点で第１希望の園にきょうだいの入所が内定している（卒園予定児を除く） 
⑪ 利用調整月の申込締切時点で第２希望または第３希望の園にきょうだいが入所している（卒園予定児を除く）    

⑫ 
利用調整月の申込締切時点で第２希望または第３希望の園にきょうだい入園の内定している（卒園予定児を除
く）  

⑬ 養育している未就学のこどもの人数が多い世帯 
⑭ 養育している小学生以下のこどもの人数が多い世帯 
⑮ 養育している１８歳未満のこどもの人数が多い世帯 
⑯ 利用調整月の属する年度（４月から８月の利用調整の場合は前年度）の父母の市民税が非課税の世帯 
⑰ 利用調整月の属する年度（４月から８月の利用調整の場合は前年度）の父母の市民税所得割が非課税の世帯   

⑱ 
利用調整月の属する年度（４月から８月の利用調整の場合は前年度）の父母の市民税所得割の合計額が低位の
世帯   

⑲ 
利用調整月の属する年度（４月から８月の利用調整の場合は前年度）の父母の合計所得金額の合計額が低位の
世帯 

※⑯～⑱で、父母の市民税が非課税で祖父母と同居している場合、祖父母のうち最多納税者の市民税額として判定する（保育料算
定の市民税額の算出方法と同様）。 

※⑲で、父母の市民税が非課税で祖父母と同居している場合、祖父母のうち最多納税者の合計所得金額として判定する（保育料算
定の市民税額の算出方法と同様）。 

新川小学校区 羽久手、新川、二葉 日進小学校区 日進 

中央小学校区 天道、碧のうさぎ、 

へきなん、かしの木 

鷲塚小学校区 鷲塚、荒子、第２へきなん、ひま

わり 

大浜小学校区 築山、大浜 西端小学校区 西端 

棚尾小学校区 棚尾、かしの木、へきなん   

児童の状況 優先順位 調整順序 

小学校区内の幼稚園に空きがない場合又
は小学校区内に幼稚園がない場合 

就労の予定あり ① 
新規私的契約児５歳→４歳→３歳の順 

就労の予定なし ② 

小学校区内の幼稚園に空きがある場合 
就労の予定あり ③ 

新規私的契約児５歳→４歳→３歳の順 
就労の予定なし ④ 



令和６年８月１日現在

平日 土曜日 日曜 祝日

市 羽久手保育園 碧南市鶴見町６丁目１７番地 ４１－１４７５ 7:30～18:00 7:30～18:00※

〃 天道保育園 碧南市末広町２丁目３２番地 ４１－００７７ 7:30～18:00 7:30～18:00

〃 築山保育園 碧南市塩浜町７丁目９９番地 ４１－０９９９ 7:30～18:00 7:30～18:00※

〃 日進保育園 碧南市伏見町１丁目６６番地 ４１－００９１ 7:30～18:00 7:30～18:00※

〃 鷲塚保育園 碧南市旭町３丁目７０番地２ ４１－１４６０ 7:30～19:00 7:30～19:00 7:30～19:00 7:30～19:00

法人
（社協）

荒子保育園 碧南市笹山町３丁目２９番地 ４２－０１３８ 7:30～19:00 7:30～18:00

〃 西端保育園 碧南市札木町３丁目２０２番地 ４２－２５６６ 7:30～19:00 7:30～18:00

〃 大浜保育園 碧南市本郷町２丁目６８番地 ４１－０８９６ 7:30～19:00 7:30～18:00

〃 棚尾保育園 碧南市汐田町５丁目３４番地 ４１－０８９７ 7:30～19:00 7:30～18:00

〃 新川保育園 碧南市金山町１丁目２７番地４ ４１－１４７６ 7:30～19:00 7:30～18:00

法人 二葉保育園 碧南市山神町５丁目２９番地 ４１－０３１０ 7：30～18:30 8:00～16:30

〃 かしの木保育園 碧南市大浜上町５丁目１番地 ４２－８２００ 7:15～19:30 7:30～18:00

〃 碧のうさぎ保育園 碧南市向陽町１丁目５７番地１ ９５－３９８８ 7:30～19:45 7:30～19:00
7:30～19:00

自園の児童のみ

〃 （仮称）碧のこうさぎ保育園 碧南市向陽町１丁目地内 7:30～18:30 7:30～18:30 未定

※羽久手保育園・築山保育園・日進保育園の土曜保育は、天道保育園にて合同で行います。

※（仮称）碧のこうさぎ保育園は小規模保育事業所となるため、２歳児は卒園する必要があります。また、令和７年３月認可予定となります。

平日 土曜日 日曜 祝日

保育園 ０歳児 7:30～19:00 7:30～16:00

幼稚園 ３歳児 公立幼稚園と同様

保育園 ０歳児 7:00～20:00 7:30～19:00 7:30～19:00 7:30～19:00

幼稚園 ３歳児 公立幼稚園と同様

保育園 ０歳児 7:00～19:00 7:30～19:00 7:30～19:00 7:30～19:00

幼稚園 ３歳児 公立幼稚園と同様

※各園とも年末年始（１２月２９日から１月３日）は休園です。

※０歳児の受入はおおむね４ヶ月以上（碧のうさぎ保育園、（仮称）碧のこうさぎ保育園については６ヶ月以上）で首がすわっている児童からです。

碧南市　保育園一覧

設置者 園　　　名 所　　在　　地 電話番号
児童受入
開始年齢

保　育　時　間

１歳児

２歳児

２歳児

１歳児

０歳児

０歳児

児童受入
開始年齢

保　育　時　間

０歳児

０歳児

０歳児

０歳児

１歳児

０歳児

０歳児

碧南市縄手町５丁目６１番地 ４２－８２２２

０歳児

碧南市　幼保連携型認定こども園一覧

設置者 園　　　名 所　　在　　地 電話番号 コース

〃 こども園ひまわり 碧南市大堤町１丁目１１番地 ４５－６００１

法人 へきなんこども園 碧南市松本町７３番地 ４１－７３００

〃 第２へきなんこども園
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